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度
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川
県
一
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計
補
正
予
算

（ １ ）

議案第１号

令和３年度石川県一般会計補正予算（第３号）

令和３年度の石川県一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，１００，０００千円を追加し、歳入歳出それぞれ

６２９，０５９，０００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和３年度石川県一般会計歳入歳出補正予算」による。

令和３年５月２５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
一
号

令
和
三
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算

歳
入

（ ２ ）

第１表 令和３年度石川県一般会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１２ 繰 入 金 １５，８４８，３３８ ８２０，０００ １６，６６８，３３８

２ 基 金 繰 入 金 １５，７２３，７５０ ８２０，０００ １６，５４３，７５０

１４ 諸 収 入 ８７，６２９，１０４ ３，２８０，０００ ９０，９０９，１０４

６ 雑 入 １５，７８６，７８０ ３，２８０，０００ １９，０６６，７８０

歳 入 合 計 ６２４，９５９，０００ ４，１００，０００ ６２９，０５９，０００



議
案
第
一
号

令
和
三
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算

歳
出

（ ３ ）

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

７ 商 工 労 働 費 ５４，８３１，８７９ ４，１００，０００ ５８，９３１，８７９

１ 商 工 費 ５３，１３５，８９２ ４，１００，０００ ５７，２３５，８９２

歳 出 合 計 ６２４，９５９，０００ ４，１００，０００ ６２９，０５９，０００



報
告
第
一
号

令
和
三
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（ ５ ）

報
告
第
１
号

令
和
３
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
３
年
５
月
２５
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
１
号

令
和
３
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

令
和
３
年
度
の
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

１
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，５
００
，０
００
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６１
９
，３
５９
，０
００
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
令
和
３
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出

補
正
予
算
」
に
よ
る
。

令
和
３
年
４
月
２８
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲



報
告
第
一
号

令
和
三
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（ ６ ）

第
１
表
令
和
３
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算

千
円

千
円

千
円

計

１４
，２
４８
，３
３８

１４
，１
２３
，７
５０

８３
，６
２９
，１
０４

１１
，７
８６
，７
８０

６
１
９
，３
５
９
，０
０
０ 千
円

千
円

千
円

計

４９
，２
３１
，８
７９

４７
，５
３５
，８
９２

６
１
９
，３
５
９
，０
０
０

補
正

額

７０
０
，０
００

７０
０
，０
００

２
，８
００
，０
００

２
，８
００
，０
００

３
，５
０
０
，０
０
０

補
正

額

３
，５
００
，０
００

３
，５
００
，０
００

３
，５
０
０
，０
０
０

補
正
前
の
額

１３
，５
４８
，３
３８

１３
，４
２３
，７
５０

８０
，８
２９
，１
０４

８
，９
８６
，７
８０

６
１
５
，８
５
９
，０
０
０

補
正
前
の
額

４５
，７
３１
，８
７９

４４
，０
３５
，８
９２

６
１
５
，８
５
９
，０
０
０

項

基
金

繰
入

金

雑
入

歳
入

合
計

項

商
工

費

歳
出

合
計

２ ６ １

歳
入

款

繰
入

金

諸
収

入

歳
出

款

商
工

労
働

費

１２ １４ ７



報
告
第
二
号

令
和
三
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（ ７ ）

報
告
第
２
号

令
和
３
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
３
年
５
月
２５
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
４
号

令
和
３
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

令
和
３
年
度
の
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

１
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
，６
００
，０
００
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６２
４
，９
５９
，０
００
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
令
和
３
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出

補
正
予
算
」
に
よ
る
。

令
和
３
年
５
月
１１
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲



報
告
第
二
号

令
和
三
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（ ８ ）

第
１
表
令
和
３
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算

千
円

千
円

千
円

計

１５
，８
４８
，３
３８

１５
，７
２３
，７
５０

８７
，６
２９
，１
０４

１５
，７
８６
，７
８０

６
２
４
，９
５
９
，０
０
０ 千
円

千
円

千
円

計

５４
，８
３１
，８
７９

５３
，１
３５
，８
９２

６
２
４
，９
５
９
，０
０
０

補
正

額

１
，６
００
，０
００

１
，６
００
，０
００

４
，０
００
，０
００

４
，０
００
，０
００

５
，６
０
０
，０
０
０

補
正

額

５
，６
００
，０
００

５
，６
００
，０
００

５
，６
０
０
，０
０
０

補
正
前
の
額

１４
，２
４８
，３
３８

１４
，１
２３
，７
５０

８３
，６
２９
，１
０４

１１
，７
８６
，７
８０

６
１
９
，３
５
９
，０
０
０

補
正
前
の
額

４９
，２
３１
，８
７９

４７
，５
３５
，８
９２

６
１
９
，３
５
９
，０
０
０

項

基
金

繰
入

金

雑
入

歳
入

合
計

項

商
工

費

歳
出

合
計

２ ６ １

歳
入

款

繰
入

金

諸
収

入

歳
出

款

商
工

労
働

費

１２ １４ ７



報
告
第
三
号

石
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（ ９ ）

報
告
第
３
号

石
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
３
年
５
月
２
５
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲



報
告
第
三
号

石
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（１０）

専 決 第 十 四 号

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 百 七 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 専 決

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 百 三 十 一 条 の 十 一 第 三 項 中 「 記 名 押 印 し た 」 を 「 そ の 氏 名 又 は 名 称 を 記 載 し た 」 に 改 め 、 同 条

第 七 項 中 「 記 名 押 印 し な け れ ば 」 を 「 そ の 氏 名 又 は 名 称 を 記 載 し な け れ ば 」 に 改 め る 。

第 百 三 十 六 条 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「 同 条 第 四 項 」 の 下 に 「 又 は 第 五 項 」 を 加 え る 。

附 則 第 九 条 の 二 の 三 第 一 項 中 「 、 同 項 に 規 定 す る 特 定 保 有 株 式 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 保 有

株 式 」 と い う 。 ） 」 及 び 「 、 特 定 保 有 株 式 」 を 削 る 。

附 則 第 十 一 条 第 一 項 中 「 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 中 「 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、 同 項

の 表 第 九 号 中 「 者 の 」 を 「 者 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 十 条 第 八 項 第 六 号 に 規 定 す る 中 小 事 業 者 又 は 同 法

第 四 十 二 条 の 四 第 八 項 第 七 号 に 規 定 す る 中 小 企 業 者 （ 以 下 こ の 表 に お い て 「 中 小 事 業 者 等 」 と い う 。 ）

に 限 る 。 ） の 」 に 改 め 、 同 表 第 十 四 号 中 「 い う 」 の 下 に 「 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 」 を 、 「 除 く 。 ） 」

の 下 に 「 で 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 十 四 条 第 十

二 項 に 規 定 す る 産 業 廃 棄 物 処 分 業 者 又 は 同 法 第 十 四 条 の 四 第 十 二 項 に 規 定 す る 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

処 分 業 者 （ こ れ ら の 者 の う ち 中 小 事 業 者 等 を 除 く 。 ） が 廃 棄 物 の 埋 立 地 内 に お い て 専 ら 産 業 廃 棄 物

の 処 分 の た め に 使 用 す る も の （ 一 般 廃 棄 物 の 処 分 の た め に 使 用 す る こ と が 必 要 で あ る と 認 め ら れ る

も の を 除 く 。 ） 以 外 の も の 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 、 第 四 項 及 び 第 五 項 中 「 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 」

を 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 二 条 の 八 第 一 項 中 「 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、 同 条

第 三 項 中 「 同 条 第 四 項 」 の 下 に 「 又 は 第 五 項 」 を 、 「 第 二 号 ロ 」 の 下 に 「 若 し く は 第 三 号 ロ （ こ れ

ら の 規 定 を 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 「 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令

和 三 年 十 二 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

４ 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 六 号 に 規 定 す る 軽 油 自 動 車 （ 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 十 三 条 に お い て 「 軽

油 自 動 車 」 と い う 。 ） の う ち 、 同 号 イ ! に 規 定 す る 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 （ 附 則 第 十 三 条



報
告
第
三
号

石
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（１１）

に お い て 「 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 又 は 同 号 イ " に 規 定 す る 平 成 二 十 一 年 軽 油

軽 中 量 車 基 準 （ 附 則 第 十 三 条 に お い て 「 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合 す る

乗 用 車 （ 同 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 乗 用 車 を 除 く 。 ） に 対 し て は 、 当 該 軽 油 自 動 車 の 取 得 が 令 和 三 年

四 月 一 日 か ら 令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た と き に 限 り 、 第 百 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 を 課 さ な い 。

５ 法 第 百 五 十 七 条 第 一 項 第 三 号 イ 若 し く は ロ 又 は 第 二 項 第 三 号 イ に 掲 げ る 軽 油 自 動 車 に 対 し て

は 、 当 該 軽 油 自 動 車 の 取 得 が 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た と

き に 限 り 、 第 百 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 を 課 さ な い 。

附 則 第 十 三 条 第 一 項 中 「 第 三 項 及 び 次 条 第 三 項 」 を 「 以 下 こ の 条 及 び 次 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 項

第 一 号 中 「 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 法

第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 六 号 に 規 定 す る 軽 油 自 動 車 （ 第 三 項 第 六 号 に お い て 「 軽 油 自 動 車 」 と い う 。 ） 」

を 「 軽 油 自 動 車 」 に 、 「 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、 同

条 第 三 項 中 「 、 当 該 自 動 車 （ 自 家 用 の 乗 用 車 及 び キ ャ ン ピ ン グ 車 （ 以 下 「 自 家 用 乗 用 車 等 」 と い う 。 ）

を 除 く 。 ） が 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た

場 合 に は 令 和 元 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 （ 法 第 百 七 十 七 条 の 十 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 当

該 自 動 車 の 所 有 者 に 対 し て 月 割 を も つ て 課 さ れ る も の に 限 る 。 ） に 限 り 、 当 該 自 動 車 が 平 成 三 十 一

年 四 月 一 日 （ 自 家 用 乗 用 車 等 に あ つ て は 、 同 年 十 月 一 日 ） か ら 令 和 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初

回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 二 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 」 を 削 り 、 「 第 百 四 十 四 条 の

五 の 」 を 「 同 条 の 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 排 出 ガ ス 保 安 基 準 で 省 令 で 定 め る も の 」 の 下 に 「 （ 第

六 項 第 二 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 天 然 ガ ス 車 基 準 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 「 同 号 ロ 」 を 「 同 条 第 一 項

第 二 号 ロ 」 に 改 め 、 「 こ の 号 」 の 下 に 「 及 び 第 六 項 第 二 号 」 を 加 え 、 同 項 第 三 号 中 「 を い う 。 」 の 下

に 「 第 六 項 第 三 号 に お い て 同 じ 。 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 中 「 次 項 第 一 号 」 を 「 以 下 こ の 条 」 に 、 「 同

条 第 一 項 第 四 号 イ " !% 」 を 「 同 号 イ " !% 」 に 、 「 同 条 第 一 項 第 四 号 イ # 」 を 「 同 号 イ $ 」 に 改 め 、

同 項 第 五 号 中 「 次 項 第 二 号 」 を 「 以 下 こ の 条 」 に 、 「 同 条 第 一 項 第 五 号 イ " !% 」 を 「 同 号 イ " !% 」

に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 六 号 イ に 規 定 す る 」 及 び 「 同 号 イ に 規 定 す る 」 を

削 り 、 同 条 第 四 項 中 「 掲 げ る 自 動 車 」 の 下 に 「 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、

「 、 当 該 自 動 車 （ 自 家 用 乗 用 車 等 を 除 く 。 ） が 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日

ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 元 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 （ 法 第 百 七 十 七 条 の 十

第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 自 動 車 の 所 有 者 に 対 し て 月 割 を も つ て 課 さ れ る も の に 限 る 。 ）

に 限 り 、 当 該 自 動 車 が 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 （ 自 家 用 乗 用 車 等 に あ つ て は 、 同 年 十 月 一 日 ） か ら 令

和 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 二 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に

限 り 」 を 削 り 、 「 第 百 四 十 四 条 の 五 の 」 を 「 同 条 の 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 第 三 項 （ 第 四 号 及 び

第 五 号 を 除 く 。 ） 」 を 「 第 三 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 」 に 、 「 、 自 家 用 乗 用 車 等 」 を 「 、 自 家 用 の 乗

用 車 及 び キ ャ ン ピ ン グ 車 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 自 家 用 乗 用 車 等 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同
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（１２）

条 第 六 項 中 「 前 三 項 」 を 「 第 三 項 か ら 前 項 ま で 」 に 、 「 第 五 項 」 を 「 第 七 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条

第 八 項 と し 、 同 条 第 五 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

６ 次 に 掲 げ る 自 動 車 （ 自 家 用 乗 用 車 等 を 除 く 。 ） に 対 す る 第 百 四 十 四 条 の 五 第 一 項 か ら 第 三 項 ま

で の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 自 動 車 が 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 四 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 当 該 自 動 車 が 令 和 四

年 四 月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 五 年 度 分 の

自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 第 三 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

一 電 気 自 動 車

二 天 然 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 平 成 三 十 年 天 然 ガ ス 車 基 準 に 適 合 す る も の 又 は 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ

ス 車 基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸

化 物 の 値 の 十 分 の 九 を 超 え な い も の で 省 令 で 定 め る も の

三 プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 車

四 ガ ソ リ ン 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限 る 。 ） の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ

リ ン 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量

が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ

て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 四 号 イ ! に 規 定 す る 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 と い

う 。 ） に 百 分 の 九 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の

で 省 令 で 定 め る も の

五 石 油 ガ ス 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限 る 。 ） の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 石 油

ガ ス 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量

が 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ

て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 九 十 を 乗 じ て 得 た 数

値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 省 令 で 定 め る も の

六 軽 油 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限 る 。 ） の う ち 、 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 又 は 平 成 二 十

一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 に 適 合 す る も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 九 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以

上 の も の で 省 令 で 定 め る も の

７ 次 に 掲 げ る 自 動 車 の う ち 、 営 業 用 の 乗 用 車 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 ） に 対 す

る 第 百 四 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 営 業 用 の 乗 用 車 が 令 和 三 年 四 月 一 日 か

ら 令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 四 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種

別 割 に 限 り 、 当 該 営 業 用 の 乗 用 車 が 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回

新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 五 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 第 四 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る
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（１３）

同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

一 ガ ソ リ ン 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒

素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量

車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令

和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 省 令 で 定 め る も の

二 石 油 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒

素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量

車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令

和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 省 令 で 定 め る も の

三 軽 油 自 動 車 の う ち 、 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 又 は 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 に 適 合

す る も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 七 十

を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 省 令 で 定 め る も の

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 個 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 附 則 第 九 条 の 二 の 三 第 一 項 の 規 定 は 、 令 和 四 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に つ い

て 適 用 し 、 令 和 三 年 度 分 ま で の 個 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 軽 油 引 取 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 改 正 後 の 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 軽 油 の 引 取 り に 対 し て

課 す べ き 軽 油 引 取 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 軽 油 の 引 取 り に 対 し て 課 す る 軽 油 引 取 税 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 改 正 後 の 第 百 三 十 六 条 及 び 附 則 第 十 二 条 の 八 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 取 得 さ れ た

自 動 車 に 対 し て 課 す べ き 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対

し て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 改 正 後 の 附 則 第 十 三 条 の 規 定 は 、 令 和 三 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て 適 用

し 、 令 和 二 年 度 分 ま で の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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